後期高齢者医療制度に反対します（決議）

　多くの国民、医療福祉関係者が危惧するなか「後期高齢者医療制度」が４月１日から施行されました。高齢者からは、年齢で区別されることや、医療に格差や高負担が持ち込まれることに対する不安の声が寄せられています。

　この後期高齢者医療制度は①「主治医制」の導入や、一部包括医療の導入により、高齢者が必要な医療が受けられなくなること。②保険料は個別に年金から徴収され、これまで保険料を支払う必要のなかった被扶養者からも保険料が徴収されるなど将来の保険料の引き上げも含めて、高齢者にとって負担増となること。③健診に制限が加えられること。などの問題があります。

　私たち医療ソーシャルワーカーは高齢者の生活と健康を守る立場で、「後期高齢者医療制度」に反対します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００８年５月３１日

岡山県医療ソーシャルワーカー協会

